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〇公平委員会設置条例 

 

制  定 昭 34.３.26 条例６ 

最近改正 昭 57.６.25 条例６ 

 

第１条 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号）の完全な実施を確保し、

その目的を達成するため、同法第 7 条第 3 項の規定に基き、この組合に

公平委員会を設置する。 

第２条 前条の公平委員会は､その名称を大和川右岸水防事務組合公平委

員会といい､事務所を大阪市住吉区遠里小野７丁目８番 18 号､大和川右

岸水防事務組合事務所内に置く。 

第３条 公平委員会の委員は、いずれも非常勤とする。 

    附  則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

    附  則(昭 57.６.25 条例６) 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 


